
横浜市信用保証協会　御中

１．事業内容

①接待飲食等営業 ②パチンコホール ③芸ぎ業

２．店舗名及び所在地
○　５店舗以上の場合は別紙を作成して提出してください。（任意書式）
№
1
2
3
4
5

３．事業形態・提供するサービス内容

４．業種別確認事項
【接待飲食等営業】

料金体系は周辺の同業の相場と比較して著しく高くない。
公序良俗に反するなど社会的に批判を受けるおそれはないと判断した。

【パチンコホール】
三店方式における三者間の一体性がない。
業界団体に加盟している。（加盟している場合、加盟団体の名称を以下に記載してください。）

【芸ぎ業】
事業が健全で、地域の観光の振興に資する。

５．共通確認事項
【共通確認事項】

申込人及び代表者以外に実質経営者はいない（実質経営者がいる場合は氏名を以下に記載してください）
資金使途及び金額は妥当である。
「マル優」認定を受けている。

○ 裏面を参照のうえ上記事項を確認し、保証申込が適切と判断いたしました。 年 月 日

確認書

店舗名

【裏面の確認事項を参照し、適切と判断した理由等を記載してください（加盟団体名も記載してください）】

【裏面の確認事項を参照し、適切と判断した理由等を記載してください】

所在地

申込人名

【適切と判断した理由等を記載してください】

【裏面の確認事項を参照し、適切と判断した理由等を記載してください】

印

担当者名

取扱金融機関
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　【接待飲食業営業】　
○ 接待飲食等営業とは、風営法第２条第１項第１号から第３号までのいずれかの許可を要する営業を言います。
○ 以下の一覧表の確認事項に従って、公序良俗に反するなど社会的に批判を受けるおそれはないことを確認してください。

　【パチンコホール】　
○ パチンコホールでは、一般的に「三店方式」と呼ばれる事業形態・システムとなっています。

　【芸ぎ業】

　【必要書類】　
○通常の保証申込書類のほか、以下の書類が必要です。
【共通】本確認書、風営法等許可の写し（芸ぎ業除く）、賃貸借契約書（又は不動産登記簿謄本）写し
【接待飲食業営業・芸ぎ業】店舗等内部・外部の写真、料金体系・メニューなどの提供するサービス内容が分かる資料
【パチンコホール】パチンコホールを営む者と関連企業（景品交換所、特殊景品卸売業者）の商業登記簿謄本写し、
　　　　　　　　　　情報提供に関する同意書

確認すべき事項

○実態として、三者間の一体性がない態様で運営されているか確認してください。

　・三者間において、実質的な経営者が同一であるといった人的関連性がないか

　・パチンコホールが景品交換所の従業員の人件費を負担しているといった資金提供がないか

○芸ぎ業の保証取扱いは、従前、その事業が健全であることを誓約し、かつ当該事業が健全であること及び地域の観光の

  振興に資することについて当該中小企業者の住所地を管轄する市区町村長の認定を受けることを保証取扱いの要件と

  しておりましたが、健全性と地域の観光の振興に資することを個別に確認することで、認定の確認は不要となりました。

○

・スナック

・ラウンジ

・カラオケスナック

・キャバレー　等

一般的な名称（例） 保証可否 確認すべき事項

・クラブ

・キャバクラ　等

△

・キャバクラ

（露出度が高い）

・セクシーキャバクラ　等
×

・ 営業実態から総合的に判断

・ 料金設定・サービス内容等についても個別に確認

・ 料金が周辺の同業の相場と比較して著しく高額ではないか

　（高級クラブ・キャバクラの場合も同業と比較し著しく高額ではないか）

・ 性的サービスの有無・可能性はないか

・ 露出度の高い服装ではないか

・著しく性的感情を刺激するため取扱い不可

確認すべき事項

○事業実態として以下の内容について確認してください。

　・当該事業が健全であること。

　・当該事業が地域の観光の振興に資すること。

○ 「三店方式」とは、遊技場営業者であるパチンコホールにおいてゲームを行った利用客は、ゲームにおいて得られたパチンコ玉

　　の数に応じて特殊景品と交換する権利を得る。利用客は店外にある景品交換所にて取得した特殊景品を換金する。

　　その後、特殊景品卸売業者が景品交換所から特殊景品を買い取り、パチンコホールに卸すという一連の手法。遊技場営

　　業者、景品交換所運営者、特殊景品卸売業者の三者を結びつけていることから、三店方式と呼ばれています。

確認事項（目安等）

・ 基本的に取扱い可能であるが、営業実態から総合的に判断

・ 料金が周辺の同業の相場と比較して大衆的か

・ 性的サービスの有無・可能性はないか

○ パチンコホールと実質的に同一であると認められる者が特殊景品を買い取る場合は、違法性を否定できない

    （風営法第23条）ため、留意する必要があります。
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